
 

 

2026 年 5月 18 日 

株式会社 鹿児島銀行 

 

インターネットによる保険の募集開始について 

 

 鹿児島銀行（頭取 碇山浩美）は、お客さまのニーズに的確にお応えし、最適かつ最良な金融商品を提供

するため、下記のとおりインターネットによる保険の募集を開始いたします。 

 今後も充実した商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申

し上げます。 

記 

１． 取扱開始日 

2026 年 5月 18 日（月） 

 

２．今回取り扱いを開始するインターネット保険 

商品名 引受保険会社 

新メディフィット A メディケア生命保険株式会社 

SBI ペット少短のペット保険 SBI ペット少額短期保険株式会社 

 

３．ご留意点 

【保険商品に関する留意事項】 

 当行はお客さまと保険会社との保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありま

せん。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して引受保険会社が承諾したときに有

効に成立します。 

 保険商品は預金ではありません。従いまして、預金とは違い預金保険制度の対象とはならず、元本

の保証はありません。また、当行は投資者保護基金に加入していないため、投資者保護基金の対象

ではありません。 

 引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、払込保険料相当額の最低保証金額、死亡保

険金（死亡給付金）、積立金、解約返戻金、将来の年金、入院給付金などが削減されることがあり

ます。 

 生命保険会社が引受保険会社である商品については、引受保険会社が破綻した場合には、生命保険

契約者保護機構による保護措置の対象となりますが、当該保護措置が講じられた場合であっても、

ご契約時にお約束した給付内容など（死亡保険金、積立金、解約返戻金、年金、入院給付金など）



が削減されることがあります。一方、少額短期保険業者が引受保険会社となる商品は、生命保険契

約者保護機構その他の公的な補償制度の対象外であり、引受保険会社が破綻した場合であっても、

契約者保護のための補償は行われません。 

 死亡・高度障害保険金・入院給付金などのお支払いについて、告知していただいた健康状態などが

事実と相違する場合には、死亡・高度障害保険金・入院給付金をお支払いできなかったり、告知義

務違反としてご契約が解除されることがあります。 

 法令などの定めによりお客さまのお勤め先や融資のお申し込み状況によってはお申し込みいただ

けない場合があります。 

 各商品のご検討にあたっては、必ず各商品の「パンフレット」「契約締結前交付書面（契約概要・

注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」などをご覧ください。 

 

【リスクについて】 

 保険料が平準払（月払・半年払・年払）の保険商品の場合には、保険料が未入金となった場合、一

定の支払猶予期間がありますが、お払い込みがないまま猶予期間が経過した場合、ご契約は効力を

失います。詳しくは各商品の「パンフレット」「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」

「ご契約のしおり・約款」などでご確認ください。 

 【費用について】 

 お客さまにご負担いただく諸費用のうち、主なものは以下のとおりとなります。 

       保険契約関係費：ご契約時の初期費用や、保険期間中、年金受取期間中の費用など、新契約の締結・ 

成立・維持・管理に必要な経費となります。 

       資産運用関係費：投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用など、特別勘定の運用により発生する 

費用となります。 

       解約控除：契約日から一定期間内の解約の場合に、積立金から控除される金額となります（解約時 

のみ発生いたします）。 

※諸費用の合計額は、上記を足し合わせた金額となります。 

※ ご負担いただく諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは商品ごとのパン

フレット、契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）、ご契約のしおり・約款などでご確認

ください。 

 

以上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

鹿児島銀行 金融資産コンサルティング部 金融資産企画グループ 

TEL：099-239-9769（ダイヤルイン） 


